
山形県新型コロナ罹患後症状（いわゆる後遺症）実態調査

新型コロナ罹患後症状（いわゆる後遺症）とは

新型コロナウイルス感染症に罹患した方が感染性は消失したにもかかわらず、他に明らかな

原因がなく、倦怠感や息切れ・息苦しさなどの症状が一定程度続く症状です。現段階では原因
は分かっておらず、どの程度の期間続くかは、人によって様々です。

アンケート対象者

回答方法（所要時間５分程度）

・このアンケートで、個人の特定につながる情報を入力することはありません。ご入力いただいた情報
は適切に管理し、県の施策立案に活用するほか、学術研究機関に研究の用途に限り供することがありま
す。なお、アンケートへの回答をもって実態調査に御同意いただいたとみなします。

こちらのQRコードを読み取りいただくか、
又は、以下の県ホームページへアクセスして下さい。
https://www.pref.yamagata.jp/090016/kenfuku/iryo/kansen/kansenshou/longcovid.html

新型コロナ感染症に罹患し、罹患日から2か月以上経過した方

コロナ後遺症でお悩みの方へ

後遺症
アンケート

後遺症
診療可能診療所・定期的に通院される、かかりつけ医をお持ちの場合、 まずはかかりつけ医にご相談下さい。

・かかりつけ医が無い方は、県ホームページの診療可能診療所を参考に受診をご検討してください。

・受診する診療科についてお悩みの方などは、コロナ後遺症コールセンターで症状や体調について

お話をお伺いし、症状に応じた診療可能診療所を紹介します。

山 形 県 コ ロ ナ 後 遺 症 コ ー ル セ ン タ ー ０１２０－５６－７６９０
受付時間８：３０～１８：００（土日祝含む）

問い合わせ：山形県健康福祉部コロナ収束総合企画課 TEL023-630-2494 受付時間8:30～17:15（土日祝除く）


